
＊ 共通受験資格として採用後に安平町内へ居住することが条件となります。
＊ 普通自動車運転免許を保有している方、または採用日までに取得見込みの方
＊ 地方公務員法に規定する欠格条件に該当する方は、試験を受けることができませんのでご
 　注意ください。
　（詳細につきましては、総務課総務グループへお問い合わせください。）

＊１ 第１次試験は、胆振管内共同試験として実施します。
＊２ 第１次試験の合格発表は、１０月上旬に、直接受験者に行います。
＊３ 第２次試験以降の日程等については、第１次試験合格の通知の際にお知らせいたします。

＊受験申込書および履歴書は総務課総務グループに直接請求するか、町ホームページからダ
　ウンロードしてください。
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